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市
章
募
集
に
多
数
の
ご
応

募
を
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。

４
月
１
日
か
ら
５
月
31
日

ま
で
の
新
「
伊
勢
市
」
の
市

章
募
集
に
対
し
て
、
４
市
町

村
内
を
は
じ
め
全
国
か
ら
総

数
千
９
百
92
点
の
応
募
が
あ

り
ま
し
た
。

新
し
い
市
章
は
現
在
、
第

１
次
選
考
作
業
を
終
え
て
、

７
月
14
日
に
開
催
さ
れ
る
第

18
回
協
議
会
で
決
定
さ
れ
る

予
定
で
す
。

▲事前選考の様子(デザインの専門的知識を有する方々)

新
「
伊
勢
市
」

市
章
の
選
考
は
じ
ま
る
！

応募状況内訳 

応募者割合（外側） 
応募件数割合（内側） 

最終確定数 

居 住 地 域  応募者数（人） 応募件数（件） 

４ 市 町 村  643 854 

県内（  　　  ） 54 92 

県 　 　 外  663 1,046 

　　 計 1,360 1,992

4市町村 
47％ 

43％ 

県内(4市町村除く） 4％ 

5％ 

県外 
49％ 

52％ 

4市町村除く 

６月上旬 事前選考等 30点

６月23日 第１次選考 10点
（市章候補選定委員会）

７月14日 最終選考 最優秀賞　 １点
（合併協議会） 優秀賞　 ４点

11月１日 新「伊勢市」市章の告示・制定

市章選定の作業スケジュール 
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住所の表示が変わります。
合併に伴う新「伊勢市」の住所表示は、次のようになります。
なお、現伊勢市については、変更ありませんので、二見町、小俣町、御薗村に係る分を掲載します。
大字及び字の表記については、必要ありません。また、合併による番地及び電話番号の変更はありま
せん。郵便番号については、二見町茶屋と二見町光の街が現在調整中ですが、ほかは変更ありません。

平成17年11月から

●現二見町 

●現小俣町 

現在の表示  新市における表示 
読 み 方  郵便番号  

現 大 字 名  

松 下  
江 

江 の 一 部  
三 津  
山 田 原  
溝 口  

荘 
西 

今 一 色  

山田原の一部及
び溝口の一部  

現 町 村 名  

 

 

 

 

度会郡二見町 

新 市 名  

 

 

 

 

伊 勢 市  

新 町 名  

二見町松　下 
二見町　江 
二見町茶　屋 
二見町三　津 
二見町山田原 
二見町溝　口 
二見町　荘 
二見町　西 
二見町今一色 

二見町光の街 

 

519-0601 
519-0602 
調整中 
519-0603 
519-0604 
519-0605 
519-0606 
519-0607 
519-0608 

調整中 

 

ふたみちょうまつした 
ふたみちょうえ 
ふたみちょうちゃや 
ふたみちょうみつ 
ふたみちょうやまだはら 
ふたみちょうみぞぐち 
ふたみちょうしょう 
ふたみちょうにし 
ふたみちょういまいしき 

ふたみちょうひかりのまち 

現在の表示  新市における表示 
読 み 方  郵便番号  

現 大 字 名  

明 野  

相 合  

元 町  

宮 前  

本 町  

湯 田  

新 村  

現 町 村 名  

 

 

 

度会郡小俣町 

新 市 名  

 

 

 

伊 勢 市  

新 町 名  

小 俣 町 明 野  

小 俣 町 相 合  

小 俣 町 元 町  

小 俣 町 宮 前  

小 俣 町 本 町  

小 俣 町 湯 田  

小 俣 町 新 村  

 

519-0501 

519-0502 

519-0503 

519-0504 

519-0505 

519-0506 

519-0507 

 

おばたちょうあけの 

おばたちょうそうごう 

おばたちょうもとまち 

おばたちょうみやまえ 

おばたちょうほんまち 

おばたちょうゆた 

おばたちょうしむら 

現在の表示  新市における表示 
読 み 方  郵便番号  

現 大 字 名  

高 向  

長 屋  

王 中 島  

新 開  

 

上 條  
 

 

小 林  

現 町 村 名  

 

 

 

 
度会郡御薗村 

新 市 名  

 

 

 

 
伊 勢 市  

新 町 名  

御薗町高　向 

御薗町長　屋 

御薗町王中島 

御薗町新　開 

 

御薗町上　條
 

　 

 

御薗町小　林 

 

516-0805 

516-0804 

516-0803 

516-0802 

（三軒屋） 

515-0521 

（その他） 

516-0806 

516-0801

 

みそのちょうたかぶく 

みそのちょうながや 

みそのちょうおうなかじま 

みそのちょうしんがい 

 

みそのちょうかみじょう 
 

 

みそのちょうおはやし 

●現御薗村 
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住所表示の変更による手続き等
住所の表示が変わることによる官公署等での住所変更の手続きは、
ほとんど必要ありませんが、一部必要な場合もあります。
主な手続きについてお知らせします。

お知らせ

●官公署等関係 

項目 
住所変更による手続き 

お問合せ先 

・所在変更の手続きは必要ありません。 
・登記官の職権により新所在名への変更
を順次行います。 

　食品等の表示の製造事業者等の「住
所」をすみやかに変更する必要があ
ります。 

・住所変更の手続きは必要ありません。 
・不動産登記規則第92条の規定により、新
市名である「伊勢市」と読み替えますが、
住所変更を希望される方は、新市で発行
する変更証明書を添付して登記すること
ができます。 
　　なお、この場合の登録免許税は非課税
です。 

・所在変更、住所変更の手続きは必要あり
ません。（商業登記法第26条等の規定に
より、新所在名への変更があったものと
みなされます。） 
・伊勢支局で管轄する会社、法人の本店（主
たる事務所）及び支店（従たる事務所）
並びに役員の住所について、登記官の職
権により新所在名への変更を行います。 
　　ただし、伊勢支局管轄以外で本店・支
店あるいは役員の住所が旧所在名となっ
ている場合は、必要に応じて、それぞれ
の会社、法人からその管轄法務局に対し
て、新市で発行する変更証明書を添付し
て、新所在名への修正の申出をしていた
だくこととなります。 
　　なお、この場合の登録免許税は非課税
です。 

不動産（土地・建物）
登記簿の所在 

JAS法及び食品衛
生法に基づく食品
表示について 

不動産所有者、抵当
権者、仮登記権利者
等（土地登記簿、建
物登記簿等の住所） 
 

会社、法人の本店（主
たる事務所）または
支店（従たる事務所）
の所在及び役員の
住所 

市町村合併に伴う法務局からのお知らせとお願い 
　市町村合併に伴う類似商号の調査について 
　類似商号禁止の規定（商業登記法第27条）により、同一市内において類似商号を登記することが
できないことから、市町村合併後に新「伊勢市」での会社設立、本店移転、商号変更、目的変更の登記
を予定されている方は、現「伊勢市」、「二見町」、「小俣町」、「御薗村」の地域について類似商号の有無
の調査を行っていただきますようお願いします。 
　なお、市町村合併前に存在する会社には、類似商号禁止の規定は適用されません。 
ご不明な点は、法務局窓口でお問い合わせください。  

食品等製造・加工業者 

土地登記簿、建物登記
簿等に旧町村の住所で
登記されている方 

旧町村に本店（主たる
事務所）または支店（従
たる事務所）を有する
会社等及びその代表者 

◆三重県農水商工部 
　農水産物安全室 
　食品表示・市場グループ 
　津市広明町13 
　℡ 059-224-2497 
◆南勢志摩県民局保健 福祉部 
　衛生指導グループ、 
　食の安全・安心監視グループ 
　伊勢市勢田町622 
　℡0596-27-5151、5150

津地方法務局伊勢支局 
伊勢市岡本1-1-13 
(伊勢法務総合庁舎） 
℡ 0596-28-6158、6159

不要 

要・不要 手続きの方法 

不要 

不要 

要 

該当者 

 



－4－

項目 
住所変更による手続き 

お問合せ先 

　住所変更の手続きは必要
ありません 

◆三重県労働局安全衛生課 
　津市島崎町327-2 
　TEL 059-226-2107 
◆伊勢労働基準監督署 
　伊勢市船江1-12-16 
　℡ 0596-28-2164

労働安全衛生法に規定
する免許証 

左記免許証の所有者 不要 

　住所変更の手続きは必要
ありません。 
　住所変更を希望される方
は、新市で発行する住所変
更の証明書等を添付のうえ
手続きを行ってください。 

軽自動車検査協会 
三重事務所 
津市雲出長常町字六ノ割
1190-10 
℡ 059-234-8431

自動車検査証 
（軽自動車） 

軽自動車(四輪)の
使用者・所有者 

不要 

 住所変更の手続きは必要
ありません。 

最寄の郵便局 
郵便貯金通帳、簡易保
険証書、郵便貯金キャ
ッシュカード 

左記通帳等をお持ち
の方 

不要 

　住所変更の手続きは必要
ありません。 
　譲渡及び廃車をされる際
は、新市で発行する住所変
更の証明書等を添付のうえ
手続きを行ってください。 

中部運輸局三重運輸支局 
登録部門 
津市雲出長常町字六ノ割
1190-9 
℡ 059-234-8416

軽自動車の届出済証 
二輪の軽自動車（排
気量126㏄～250㏄）
の使用者・所有者 

不要 

　住所変更の手続きは必要
ありません。 
　郵便物のあて先は、合併
前の住所でも配達されます
が、差出人の方に機会をと
らえて、新住所をお知らせ
いただくようご配慮をお願
いします。 

伊勢郵便局 
伊勢市岩渕3-6-10 
℡ 0596-28-2049

自動車検査証（普通自
動車及び小型二輪自
動車） 

普通自動車及び小型
二輪自動車（排気量
251㏄～）の使用者・
所有者 

郵便関係 郵便物関係 

不要 

不要 

技能講習終了証を発行し
た指定教習機関 

労働安全衛生法に規定
する技能講習終了証 

左記技能講習終了証
の所持者 

不要 

要・不要 手続きの方法 
該当者 
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■
平
成
16
年
度
伊
勢
地
区
合

併
協
議
会
決
算
認
定

平
成
17
年
４
月
28
日
、
御

薗
村
役
場
に
お
い
て
平
成
16

年
度
の
伊
勢
地
区
合
併
協
議

会
の
監
査
が
執
行
さ
れ
、
そ

の
結
果
を
受
け
て
、
平
成
16

年
度
伊
勢
地
区
合
併
協
議
会

決
算
認
定
に
つ
い
て
、
審
議

が
な
さ
れ
ま
し
た
。

事
業
報
告
で
は
、
合
併
協

議
会
、
助
役
・
幹
事
会
、
専

門
部
会
、
分
科
会
な
ど
会
議

の
開
催
状
況
や
、
事
業
推
進

の
た
め
の
電
算
シ
ス
テ
ム
統

合
化
支
援
業
務
、
新
市
例
規

整
備
支
援
業
務
な
ど
の
各
種

事
業
な
ど
が
報
告
さ
れ
ま
し

た
。ま

た
、
平
成
16
年
度
の
歳

入
歳
出
状
況
に
つ
い
て
は
、

歳
入
が
２
千
８
百
63
万
７
千

２
百
94
円
に
対
し
、
歳
出
が

審
議
事
項

５
月
12
日
、
伊
勢
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
「
い
せ
ト
ピ
ア
」

１
階
の
多
目
的
ホ
ー
ル
に
お
い
て
、
第
17
回
合
併
協
議
会
が

開
催
さ
れ
ま
し
た
。

会
議
で
は
、
平
成
16
年
度
伊
勢
地
区
合
併
協
議
会
決
算
認

定
の
審
議
、ま
た「
組
織
・
機
構
の
整
備
方
針（
中
間
報
告
）」、

市
章
選
定
な
ど
の
報
告
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

２
千
４
百
50
万
３
千
４
百
23

円
で
、
執
行
率
は
85
・
56
％

と
な
り
、
差
額
の
４
百
13
万

３
千
８
百
71
円
は
平
成
17
年

度
に
繰
越
さ
れ
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

詳
細
に
つ
い
て
は
合
併
協

議
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご

覧
い
た
だ
け
ま
す
が
、
大
ま

か
な
内
訳
は
次
の
と
お
り
で

す
。

【
会
議
費
】
合
併
協
議
会
を

開
催
す
る
の
に
必
要
な
経
費

で
す
。

予
算
額
百
35
万
千
円
に
対

し
て
、
執
行
済
額
は
百
34
万

３
千
９
百
62
円
で
し
た
。

【
事
務
局
費
】
事
務
局
を
運

営
し
て
い
く
た
め
の
経
費
で

す
。予

算
額
７
百
66
万
円
に
対

し
て
、
執
行
済
額
は
７
百
52

万
８
百
41
円
で
し
た
。

【
事
業
推
進
費
】
合
併
し
て

新
市
に
な
る
た
め
に
必
要
な

電
算
シ
ス
テ
ム
の
統
合
、
例

規
の
整
備
な
ど
の
準
備
を
す

る
た
め
の
経
費
で
す
。

予
算
額
千
５
百
64
万
４
千

円
に
対
し
て
、
執
行
済
額
は

千
５
百
63
万
８
千
６
百
20
円

で
し
た
。

【
予
備
費
】
不
測
の
支
出
に

備
え
る
た
め
の
も
の
で
す
。

予
算
額
３
百
98
万
３
千
円

に
対
し
、
執
行
済
額
は
０
円

で
し
た
。

■
新
市
の
組
織
・
機
構
の
整

備
方
針
（
中
間
報
告
）

新
市
の
組
織
及
び
機
構
の

取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
平
成

16
年
６
月
24
日
の
第
３
回
協

議
会
に
お
い
て
、

一
　
新
市
の
組
織
は
、
住
民

サ
ー
ビ
ス
が
低
下
し
な
い
よ

う
に
十
分
配
慮
す
る
。

二
　
新
市
の
事
務
組
織
及
び

機
構
は
、「
新
市
に
お
け
る

報
告
事
項

事
務
組
織
・
機
構
の
整
備
方

針
」
を
策
定
し
、
そ
れ
に
基

づ
き
整
備
す
る
。

と
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

こ
の
決
定
を
受
け
て
、
協

議
会
で
は
平
成
17
年
２
月
９

日
、
４
市
町
村
の
助
役
、
幹

事
を
中
心
に
し
た
「
組
織
・

機
構
・
給
与
・
人
事
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
」
が
設
立
さ
れ
、
具

体
的
な
作
業
に
着
手
し
ま
し

た
。そ

し
て
、
組
織
・
機
構
に

つ
い
て
は
新
市
の
業
務
体
制

を
整
え
る
基
礎
と
な
る
こ
と

か
ら
、
他
の
項
目
に
優
先
し

て
取
り
組
み
、
こ
の
協
議
会

に
中
間
報
告
を
行
い
ま
し
た
。

そ
の
内
容
に
つ
い
て
簡
単

に
ご
説
明
し
ま
す
。

一
　
基
本
的
な
考
え
方

合
併
当
初
は
住
民
生
活
に

混
乱
を
生
じ
な
い
よ
う
、
ま

た
サ
ー
ビ
ス
低
下
を
招
か
な

い
よ
う
、
全
市
域
で
均
等
か

つ
良
質
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

で
き
る
組
織
の
整
備
を
重
視

し
、
ま
た
中
長
期
的
に
は
、

時
代
の
要
請
に
即
し
た
、
簡

素
・
効
率
的
か
つ
適
正
な
組

織
・
機
構
を
整
備
し
て
い
く

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

平成16年度決算を承認

組織・機構の整備方針
市章選定などについて報告

第17回協議会

▲監査結果の報告を行う西田監査委員

組織・機構の整備方針
市章選定などについて報告
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二
　
整
備
方
針

大
き
く
短
期
・
中
長
期
・

新
市
統
合
完
了
後
の
３
期
間

に
分
類
し
て
整
備
し
て
い
く

こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
短
期
を
前
期
（
合

併
後
３
年
間
程
度
）
と
後
期

(

前
期
終
了
後
２
年
間
程
度)

に
分
け
て
考
え
ま
す
。

前
期
は
、
住
民
の
皆
さ
ん

に
ご
迷
惑
を
か
け
な
い
よ
う
、

合
併
時
の
混
乱
回
避
に
重
点

を
置
い
て
、
今
ま
で
の
組
織

形
態
を
概
ね
継
続
す
る
こ
と

と
し
て
い
ま
す
。

後
期
は
、
前
期
の
状
況
を

見
な
が
ら
、
市
民
の
視
点
か

ら
、
よ
り
効
率
的
な
組
織
体

制
を
目
指
す
こ
と
と
し
て
い

ま
す
。

そ
し
て
中
長
期
の
方
針
は
、

合
併
後
５
年
か
ら
10
年
ご
ろ

ま
で
の
組
織
・
機
構
を
想
定

し
て
い
ま
す
。

こ
の
段
階
に
お
い
て
は
、

新
市
建
設
計
画
の
実
現
に
向

け
て
、
体
制
を
強
化
す
る
と

と
も
に
、
前
期
の
組
織
・
機

構
を
再
評
価
し
、
本
庁
・
総

合
支
所
の
再
編
を
進
め
、
一

方
で
は
社
会
経
済
情
勢
の
変

化
な
ど
に
あ
わ
せ
て
、
見
直

し
を
行
っ
て
い
く
こ
と
と
し

て
い
ま
す
。

こ
の
中
間
報
告
を
基
に
、

さ
ら
に
検
討
を
進
め
、
新
市

の
組
織
・
機
構
の
整
備
方
針

の
策
定
に
向
け
て
作
業
を
行

っ
て
い
き

ま
す
。

●短期（前期）イメージ図 

●短期（後期）イメージ図 

市  

長 

助  

役 

収
入
役 

仮称・合併調整室 二見総合支所 

小俣総合支所 

御薗総合支所 

９支所（出張所） 

教育委員会事務局分室 

・地域振興課 
・税務課 
・生活環境課 
・福祉健康課 
・産業建設課 
・上下水道課 
・収入役室分室 

検査室 
総合政策推進部 
総務部 
生活環境部 
福祉健康部 

都市整備部 

上下水道部 

市議会 

消防本部 

総合病院 

各種行政委員会 

教育委員会事務局 

産業部 
まちづくり推進部 

●本庁 ●総合支所 

市  

長 
助  

役 

収
入
役 

仮称・合併調整室 二見総合支所 

小俣総合支所 

御薗総合支所 

９支所（出張所） 

教育委員会事務局分室 

・地域振興課 

・生活環境課 
・福祉健康課 
・産業建設課 

検査室 
総合政策推進部 
総務部 
生活環境部 
福祉健康部 

都市整備部 

上下水道部 

総合病院 

各種行政委員会 

教育委員会事務局 

産業部 
まちづくり推進部 

●本庁 ●総合支所 

市議会 

消防本部 

(注)総合支所の組織は二見の例を掲げていますが、他の総合支所も同様です。
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●
新
市
の
市
章
選
考

新
市
の
市
章
に
つ
い
て
、

選
考
方
法
、
基
準
が
報
告
さ

れ
ま
し
た
。

そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と

お
り
で
す
。

市
章
の
選
定
に
つ
い
て
は
、

合
併
協
議
会
の
４
号
委
員
に

専
門
知
識
を
有
す
る
者
３
名

以
内
を
加
え
た
選
定
委
員
会

を
組
織
し
て
、
応
募
さ
れ
た

図
案
の
中
か
ら
、
市
章
候
補

デ
ザ
イ
ン
を
10
点
以
内
に
絞

り
込
み
、
７
月
14
日
の
第
18

回
合
併
協
議
会
に
お
い
て
決

定
さ
れ
ま
す
。

選
考
基
準
は
、
地
域
の
歴

史
特
性
、
循
環
型
の
ま
ち
づ

く
り
の
発
想
の
中
か
ら
掲
げ

た
、
新
市
の
将
来
像
に
ふ
さ

わ
し
い
も
の
と
な
っ
て
い
ま

す
。

●
指
定
金
融
機
関

※
１

指
定
金
融
機
関
の
指
定
に

つ
い
て
報
告
が
な
さ
れ
ま
し

た
。指

定
金
融
機
関
に
つ
い
て

は
、
平
成
16
年
９
月
24
日
の

第
９
回
合
併
協
議
会
で
、

「
そ
の
他
事
業
（
そ
の
２
）

の
調
整
内
容
に
つ
い
て
」
に

お
い
て
、「
指
定
金
融
機
関

は
伊
勢
市
の
例
を
基
に
調
整

す
る
。

※
２

収
納
代
理
金
融
機
関
に
つ

い
て
は
、
現
在
４
市
町
村
に

お
い
て
指
定
さ
れ
て
い
る
金

融
機
関
を
す
べ
て
網
羅
す
る

形
で
告
示
を
行
う
。」
と
い

う
こ
と
で
承
認
さ
れ
て
い
ま

す
。こ

の
結
果
に
基
づ
き
、
収

入
役
会
議
で
協
議
し
た
結
果
、

「
現
在
、
４
市
町
村
と
も
㈱

百
五
銀
行
を
指
定
し
て
お
り
、

合
併
時
の
事
務
量
の
軽
減
、

地
域
住
民
の
利
便
性
を
考
慮

し
、
合
併
時
の
指
定
金
融
機

関
は
㈱
百
五
銀
行
を
指
定
す

る
。」
と
の
結
論
に
至
り
、

助
役
・
幹
事
会
、
首
長
会
議

で
の
了
解
を
経
て
、
報
告
が

な
さ
れ
た
も
の
で
す
。

協
議
会
で
は
、「
競
争
の

原
理
を
考
え
れ
ば
、
現
在
、

４
市
町
村
で
百
五
銀
行
を
指

定
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、

合
併
後
も
金
融
機
関
を
変
え

な
い
こ
と
が
良
い
事
な
の
か

ど
う
か
。
ま
た
、
他
の
金
融

機
関
は
危
な
い
と
い
う
よ
う

な
風
評
被
害
が
出
て
は
如
何

な
も
の
か
。
更
に
は
、
新
市

建
設
計
画
に
は
『
地
域
金
融

機
関
の
役
割
が
重
要
で
あ

る
』
こ
と
も
明
記
さ
れ
て
い

る
し
、
指
定
金
融
機
関
な
ら

ば
地
域
の
た
め
に
一
肌
脱
ご

う
と
い
う
気
持
ち
が
伝
わ
っ

て
こ
な
い
と
い
け
な
い
。」

と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
る
一

方
、「
住
民
の
方
が
ど
の
金

融
機
関
を
一
番
よ
く
利
用
し

て
い
る
か
を
考
え
れ
ば
、
こ

の
決
定
は
自
然
な
流
れ
で
は

な
い
か
。」
と
い
う
意
見
も

出
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、「
合
併
時
に
は
百

五
銀
行
で
い
く
け
れ
ど
も
、

合
併
後
、
一
定
期
間
が
経
過

し
た
後
は
、
金
融
機
関
を
変

え
る
と
い
う
こ
と
も
緊
張
感

が
生
ま
れ
て
い
い
の
で
は
な

い
か
と
い
う
議
論
も
、
首
長

会
議
で
は
な
さ
れ
た
。」
と
の

補
足
説
明
が
あ
り
、
若
干
の

文
面
の
整
理
は
あ
る
が
、
基

本
的
に
は
事
務
局
報
告
ど
お

り
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

【
用
語
の
解
説
】

※
１

指
定
金
融
機
関

地
方
公
共
団
体
が
公
金

（
税
金
や
水
道
料
金
な
ど
）

の
収
納
又
は
支
払
い
の
事
務

を
取
り
扱
わ
せ
る
た
め
に
置

く
金
融
機
関
の
こ
と
で
す
。

指
定
金
融
機
関
を
指
定
す

る
た
め
に
は
、
議
会
の
議
決

が
必
要
で
す
。

ま
た
一
つ
の
地
方
公
共
団

体
の
指
定
金
融
機
関
は
一
つ

で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

※
２

収
納
代
理
金
融
機
関

地
方
公
共
団
体
の
長
が
、

指
定
金
融
機
関
の
取
り
扱
う

収
納
の
事
務
の
一
部
を
代
理

し
て
取
り
扱
わ
せ
る
た
め
に

指
定
す
る
金
融
機
関
の
こ
と

で
す
。

収
納
代
理
金
融
機
関
に
つ

い
て
は
、数
の
制
限
も
な
く
、

ま
た
指
定
に
当
た
っ
て
議
会

の
議
決
を
必
要
と
し
ま
せ
ん
。
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そ
の
他
の
項
で
は
、
市
章

候
補
選
定
委
員
会
設
置
要
綱

と
、
次
回
の
合
併
協
議
会
の

開
催
日
時
に
つ
い
て
協
議
さ

れ
、
い
ず
れ
も
了
承
さ
れ
ま

し
た
。

●
市
章
候
補
選
定
委
員
会
設

置
要
綱

新
「
伊
勢
市
」
の
市
章
を

制
定
す
る
こ
と
を
目
的
に
、

市
章
候
補
選
定
委
員
会
を
設

置
す
る
こ
と
と
し
、
委
員
構

成
に
つ
い
て
は
、
市
章
選
定

そ
の
他

の
と
こ
ろ
で
お
知
ら
せ
し
た

と
お
り
、
合
併
協
議
会
の
４

号
委
員
（
民
間
選
出
）
11
名

と
、
デ
ザ
イ
ン
の
知
識
を
有

す
る
者
３
名
以
内
と
な
っ
て

い
ま
す
。

●
第
18
回
合
併
協
議
会

次
回
の
合
併
協
議
会
は
、

平
成
17
年
７
月
14
日
の
木
曜

日
に
、
三
重
県
営
サ
ン
ア
リ

ー
ナ
１
階
の
国
際
会
議
場
で
、

午
後
１
時
30
分
か
ら
開
催
さ

れ
ま
す
。

今後の協議会開催予定
―どなたでも傍聴できます―

■第18回協議会
日時：平成17年７月14日(木) 13：30～
会場：県営サンアリーナ「国際会議場」

＊上記の日程はあく
までも予定です。
今後、詳細が決ま
り次第、新聞紙上
や当協議会のホー
ムページなどでお
知らせしていきますが、傍聴を希望される
方は、念のため事前に協議会事務局（℡21-
1020）で日時・会場等をご確認ください。

各市町村の合併担当窓口
協議会を構成している各市町村の合併担当窓口
は次の通りです。

■伊勢市市町村合併推進課(職員は協議会事務局に常駐)
TEL 0596-21-5538 FAX 0596-21-1022
E-mail gpk-ise@crocus.ocn.ne.jp

■二見町企画課
TEL 0596-42-1111 FAX 0596-43-3754
E-mail info@town.futami.mie.jp

■小俣町総務課
TEL 0596-22-7858 FAX 0596-22-3454
E-mail info@town.obata.mie.jp

■御薗村企画室
TEL 0596-22-0235 FAX 0596-28-2404
E-mail misono@amigo.ne.jp

協議会事務局
■伊勢地区合併協議会
〒516-8601 伊勢市岩渕1丁目7番29号

伊勢市役所内
TEL 0596-21-1020 FAX 0596-21-1022
E-mail：ise-gappeikyogi@crocus.ocn.ne.jp
URL http://www10.ocn.ne.jp/̃ifom-gpk/

これまでの協議会での協議事項などは、随時、
ホームページでより詳しく紹介しています。皆
さん、ご覧ください。

この「協議会だより」は再生紙100％を使用しています。

合併に関する番組放映中!!
～７月は４号委員による対談（予定）～

現在、ケーブルテレビの各市町村の行政チ
ャンネルで、市町村合併に関する番組（４市
町村共通）を放映しています。
これまでに放映されたものとして、５月前

半が伊勢市、５月後半が二見町、６月前半が
小俣町、６月後半が御薗村のそれぞれの施設
を紹介しています。
また合併に関するお

知らせコーナーなども
あります。
毎月の前半と後半で

内容が変わりますの
で、是非ご覧ください。


